
2019年法改正に対応する
ITソリューション
法対応からビジネスの改革に向けて

「LogRevi」 「快速サーチャーGX」

法律の改正や規制の変更は、
企業のビジネスにも大きな影響を及ぼします。

2019 年から20 年には、働き方改革関連法の順次施行、
消費税率改正といった法改正があるほか、

行政手続きの電子申請拡大など文書のデジタル化を推進する動きもみられます。
こうした法改正に企業が対応するために、

ITソリューションを活用できるシーンが増えています。
上手にITソリューションを使うことで、

スムーズな対応を実現する方法を見ていきましょう。

IT SOLUTIONS FOR
2019 LEGAL AMENDMENTS

文・岩元直久　撮影・住友一俊

特集 1

IT solution 1 IT solution 2

02 03



労働時間管理の	
厳格化に対応

　ワークライフバランスの実現や雇用形態
にかかわらない公平な待遇を確保すること
を目指す「働き方改革関連法＊ 1」が、2019
年4月1日から順次施行されています。
　インテック ネットワーク＆アウトソーシ
ング事業本部ビジネスソリューション部営
業課長代理・田中暁

さとる
は「時間外労働の上限

規制は、罰則付きの厳しいものとなったた
め、企業は従業員の残業を適切にコント
ロールする必要があります。さらに、裁量
労働制の適用者も含め、全従業員の労働時
間を客観的に把握することが義務化されま
した。すべての企業は、今までとは比べ物
にならないほど厳密に労働時間を管理しな
ければならなくなりました」と法改正の影
響を説明します。
　こうした中、IT ソリューションは労働時
間を管理する効果的なツールとなります。
ITを活用した勤怠管理システム＊2 を導入し、
残業の承認ワークフローを確立することで、
無駄な残業を抑制し、従業員の残業時間を
リアルタイムに把握することが可能になる
のです。
　さらに労働時間把握義務への厳密な対応
を考えると、従業員の実際の労働時間をど
のように管理するかが課題になります。退

勤記録後にサービス残業を行っていないか、
休日に申告せずに業務を行っていないかな
ど、企業にはしっかりとした管理が求めら
れます。業務用 PC の起動・ 終了時刻、オ
フィスの入退室記録など、労働時間を推定
できる情報のログ（記録）と、勤怠管理シス
テム、自己申告の勤務時間を突き合わせて、
客観的な労働時間を把握することが必要に
なってきます。

労働の「見える化」から	
業務効率化や生産性向上へ

　労働時間管理のポイントは、いかにわか
りやすく個々人の労働時間を把握できるか
です。インテックの統合ログ管理ソフト
ウェア「LogRevi（ログレビ）」は、従業員の
オフィス入退室、PC 操作、印刷などの労働
時間に紐付くログを統合し、表やグラフで

「見える化」するほか、独自の検索エンジン
で大量のログから必要なデータを検索する
ことができます。
　さらに「突合わせレポート機能」を使えば、
ログの不整合を自動的に検出できるため、
勤怠管理システムに隠れてサービス残業を
しているような従業員の行動をすぐに見つ
けることも可能です。
 「勤怠管理システムや PC の操作ログと
LogRevi を組み合わせることで、労働時間
や勤怠状況を見やすいレポートとして表示
できるようになり、客観的な労働時間を把
握することが可能になります」（田中）
　LogRevi を導入すれば、法改正対策とし
ての“守り”の働き方改革にとどまらず、よ
り“攻め”の働き方改革への可能性も拡がり
ます。たとえば、PCの操作ログから時間の
かかっている作業を見つけ出し、改善策を
検討するといったことが可能になります。
　こうした機能を高度に活用すると、残業
時間の上限管理や労働時間把握にとどまら
ず、業務効率化や生産性向上を実現する本
質的な働き方改革につなげられるのです。

＊1
時間外労働の上限規制の導入、年
次有給休暇の確実な取得、正規雇
用労働者と非正規雇用労働者の間
の不合理な待遇差の禁止が主な改
正点。

＊2
従業員の出退勤時刻を管理するシ
ステム。時刻の記録（打刻）方法に
は、PCと連動したタイムレコーダー、
ICカードによる記録、PCやスマホ
アプリによる記録などの方法がある。

“守り”の働き方改革から“攻め”の働き方改革へ
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ITソリューションの活用を説くインテック ネットワーク＆アウトソーシング
事業本部ビジネスソリューション部長・吉岡哲



　ネットワーク＆アウトソーシング事業本
部ビジネスソリューション部長・吉岡哲は

「従来はログ管理システムを導入すると、ど
うしても“悪いことをしている人をあぶり
出す”といった発想になりがちでした。法改
正がきっかけとなって、勤怠状況をきちん
と『見える化』する仕組みを導入し、業務を
効率的に進める方法について考える企業が
増えてきました」と現状を分析しています。

消費税率改定に加えて	
インボイス方式の導入も

　2019年10月には、消費税率の改定が実
施される予定です。8％から10％への税率
変更に加えて、軽減税率制度＊ 3 の導入が対
応をひときわ複雑にしています。特に軽減
税率の対象である飲食料品を取り扱う企業
では、販売時に8％と10％の2つの税率へ

の対応が求められるため、会計システムや
POSレジの改修が必要になります。
　一方で、軽減税率と関わりがない商品を
取り扱う企業も、安心してはいられません。
贈答品や来客用の飲食料品の購入、新聞の
定期購読など、経費で軽減税率対象商品を
購入することがあるからです。
　さらに請 求 書などの 書 式についても、
10％の増税と同時に「区分記載請求書等保
存方式」が導入され＊4、2023年10月には、

「適格請求書等保存方式（インボイス方式）」
が導入されます＊5。
　消費税率改正からインボイス方式の導入
まで、経過措置はあるものの、今後数年で
会計処理が大きく変化していくことを、す
べての企業は自覚する必要があります。こ
れを機に、会計システムの見直しを本格的
に検討すると良いでしょう。
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＊3
飲食品（酒類および外食を除く）と
新聞の定期購読（週2回以上発行
されるもの）については、消費税を
8％に軽減する制度。

＊4
請求書において、軽減税率対象品
目には＊を付けるなどして軽減税率
の対象品目である旨を記載し、税率
ごとに区分して合計した対価の額を
記載することが求められる。

＊5
請求書において、軽減税率対象品
目には＊を付けるなどして軽減税率
の対象品目である旨を記載すること
に加え、適格請求書発行事業者の
登録番号、税率ごとに区分して合計
した対価の額及び適用税率、税率
ごとに区分して合計した消費税額を
記載することが求められる。なお、
適格請求書発行事業者の登録は、
2021年 10 月から申請受付。登
録を受けた課税事業者のみ「適格
請求書」の発行が可能になり、免税
事業者は「適格請求書」の発行はで
きなくなる。
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IT solution 1   総合ログ管理ソフトウェア「LogRevi」の導入で、従業員のあらゆる記録を一元管理できる

LogReviでは、オフィス入口の通行記録からPCの起
動・終了、PC操作、プリントといった各種ログを一
覧でき、全社状況もグラフなどで把握できる



文書デジタル化の	
潮流に対応する

　少し長い目で見ると、着実に対応を進め
なければならない事柄に文書のデジタル化
があります。
　これまでの経緯を振り返ると、最初は
1998年に施行された「電子帳簿保存法」に
さかのぼります。それまで紙で保存するこ
とを求められていた国税関係帳簿書類を電
子保存することが認められたのです＊ 6。そ
の後、2005 年の「電子帳簿保存法」改正で、
国税関係帳簿書類に加え、取引相手から受
領した国税関係書類について、スキャナで
読み取って電子保存すること（以下、スキャ
ナ保存）が容認されました。とはいえ対象書
類が限定されていた上、文書保存に厳しい
要件が課せられ、文書のデジタル化はあま
り進展しませんでした。
　変化が表れたのは、2015 年のスキャナ
保存の要件緩和からです。領収書と契約書
の電子保存に設けられていた3 万円未満と
いう金額制限が撤廃され、電子署名が不要
になるといった規制緩和がなされたのです。
さらに 2016 年には、スマホやカメラで撮
影して電子的に保管すれば、原本の紙を破

棄しても良いという規制緩和が行われまし
た。これらにより、紙文書の電子保存が現
実のものになり始めたのです。
　行政手続きを原則的に電子申請に統一す
る「デジタルファースト法＊ 7」が 2019 年 5
月に可決・成立したことも追い風となり、
文書のデジタル化は今後もさらに加速して
いくとみられます。
　しかし、ネットワーク＆アウトソーシン
グ事業本部ビジネスソリューション部営業
課主任・山岸敏康は、「スキャナ保存の申請
件数＊ 8 は、累計で 2000 件程度にすぎない
と推測されます。紙ありきで運用している
業務をどのように電子化するのか、コスト
メリットをどう見出すのか、まだ課題は多
いのです」と指摘します。

システムが出力した帳票も	
スキャンしたPDFも一元管理

　文書デジタル化、ペーパーレス化の課題
にも、IT ソリューションで解決できること
があります。ビジネスで利用する文書には、
電子化されているもの、紙のもの、紙文書
をスキャンしてデジタル化したものなど、
さまざまな形態があります。さらに電子化

＊6
このとき、電子保存が認められたの
は自己がシステムで作成した帳簿書
類のみ。

＊7
行政手続きをデジタル（オンライン）
で完結できるようにする「デジタル
ファースト」に加え、一度提出した情
報は二度提出することを不要とする

「ワンスオンリー」、民間サービスを含
め複数の手続き・サービスをワンス
トップで実現する「コネクテッド・ワン
ストップ」を規定している。

＊8
スキャナ保存を導入するには、所轄
の税務署に申請し事前承認を受け
る必要がある。国税庁の発表による
と、2017年度のスキャナ保存承認
件数は1846件。

文書デジタル化で生産性を向上
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施行年 法改正 内容 チェックポイント

2019年 働き方改革関連法施行 労働時間などの規制強化と同時に、企業には、労
働時間を客観的に把握する義務が課された

個々人の労働時間をより正確に把握するシステムを
構築することが必要になった

2019年 消費税率改定 消費税率が 10％に改定、食品などで軽減税率
が導入される

税率改定、複数税率に対応するための経理、会計
システム改修

2019年 電子帳簿保存法改正 スキャナ保存の対象書類の範囲拡大と運用上の
見直しが図られる 未対応の企業は、電子保存への移行を検討する

2019年 デジタルファースト法案施行
2019 年に個人の行政手続き、2020 年には法
人設立の手続きが電子申請で行えるように。企業
の行政手続きの電子申請化も進み始めている

文書のデジタル化を進めて電子申請に対応できる
ように備える

2020年 税制改正 大企業の法人税・消費税の電子申告が義務化さ
れる

対応していない企業は、電子申告に必要な環境整
備とシステムへのアップデートが必要

2020年
（改正予定） 個人情報保護法改正 未定 EUのGDPR（一般データ保護規制）に近い規制

強化が行われれば、企業も対応を求められる

チェックリスト　2019〜20年の主な法改正



されていても文書フォーマットが異なるも
のが多数存在し、管理を煩雑にしています。
インテックが提供する「快速サーチャ ー
GX」は、各種システムが出力する帳票を
データとして取り込むだけでなく、紙文書
をスキャンしたデータも取り込んで一元管
理できるシステムです。高速検索エンジン
と使いやすいブラウザで検索・閲覧を容易
にし、企業のペーパーレス化を支援してき
ました。
　2018 年には「快速サーチャー GX クラ
ウド」の提供も始めました。こちらはスキャ
ナ保存専用の電子帳票ソリューションで、
手軽に書類をPDF化してクラウドに保管し、
Web上で検索・閲覧することが可能になり
ます。「契約書や領収書からといったスモー
ルスタートに適した形態なので、すぐにご
利用を開始できます」（山岸）。
　文書のデジタル化は、法対応の側面はも
ちろん、ペーパーレス化による業務改善や
コスト削減の効果も期待できることは言う
までもありません。IT ソリューションを活
用した法対応は、「法律に対応するため」だ
けの取り組みではなく、それをきっかけに、
業務の見直しや生産性向上への取り組みと
一体化することで、業務の今後のあり方を
変えていくことにつながるのです。
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IT solution 2   電子帳票システム「快速サーチャー GX」の活用であらゆる文書を高速に検索・閲覧できる

快速サーチャー GXは、社内の各種システムからのデータや紙の書類を取り込み、必要な書
類を高速に検索して印刷された書類と同じイメージで表示できる

左から、インテック ネットワーク＆アウトソーシング事業本部ビジネスソリューション部営業課長
代理・田中暁、同部部長・吉岡哲、同部営業課主任・山岸敏康
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